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はじめに

本書は、「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／地域のバイオマスを利用した省

エネ型エビ養殖システム高度化実証研究（ベトナム）」の終了時評価に係る報告書であり、ＮＥＤＯ技術

委員・技術委員会等規程第２９条に基づき「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事

業／地域のバイオマスを利用した省エネ型エビ養殖システム高度化実証研究（ベトナム）」終了時評価委

員会を設置し、事業評価実施規程に基づき、評価を実施し、確定した評価結果を評価報告書としてとりま

とめたものである。

2025 年 11 月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

事業統括部

「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／

地域のバイオマスを利用した省エネ型エビ養殖システム高度化実証研究（ベトナム）」

個別テーマ／終了時評価委員会



審議経過

〇 終了時評価委員会：２０２５年９月１８日（木）

１．開会、資料の確認

２．評価委員会の設置ついて

３．評価委員会の公開について

４．評価の実施方法について

５．事業の詳細説明

６．意見交換

７．まとめ・講評

８．今後の予定、その他

９．閉会
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「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／
地域のバイオマスを利用した省エネ型エビ養殖システム高度化実証研究（ベトナム）」

個別テーマ／終了時評価委員会

評価委員会コメント及び評点の集約結果

1. 総合評価

＜肯定的意見＞

・ バイオガスの生成や SOFC の運転、IoT の利用に関して、日本の大学のそれぞれの専門家と協力しなが

ら実用化に近いレベルまで技術を高めたことに関しては高く評価できる。

・ 現地の政府機関や大学、また日本国内の大学などと適切な協力体制を組織しながら研究開発を進め、今

後の発展に向けて日越若手技術者交流センターを創設し、本事業者が経済的な面も含めてその活動を支

援する計画が立てられており、早期の社会実装と普及が期待できる。

・ 多くのエビをベトナムから輸入している日本にとって、提案技術を普及させることには政策的に意義が

ある。また、SOFC や IoT といったハイテク技術で CO2 排出削減に貢献する点も評価できる。

・ 計画途中エビの病気が発生し、再開が見通せないため早期終了したものの、必要な実証内容については、

ある程度の成果を得ている点、また、不十分な対応内容については独自に継続するようにした点は評価

される。

・ 提案した技術の有効性、経済性が見込まれれば普及していく可能性はある。

・ IOT を活用し、高密度の条件下で、生存率の実証目標値 85％の 9 割を達成した。本事業終了後の研究体

制を構築し、事業者が一部資金供給する点も評価できる。

・ ベトナムのエビ養殖に関わる課題を解決するための技術実証であり、両国の産官学での連携のもとで実

証が行われ、エビの病気のために実証中断となったものの、事業化に向けた継続的な実証・活動を行う

体制を整えたことで、将来の技術普及が期待される。

＜今後に対する提言＞

・ 生物を対象とした開発事業であり、今回の様なエビの病気などの不測の事象が発生する可能性について

は今後もリスクマネジメントを意識しながら進めてほしい。

・ 抗生物質を使用しないことなどの養殖環境を整えた付加価値の高いエビの安定供給ができるシステムが

構築されることを期待したい。

・ 脱炭素化やエネルギー転換、IoT の利用などの技術開発に際し、経済的な観点からの検討も十分に行い、

経済的にも競争力の高いビジネスモデルとなることを期待したい。

・ 計画していた期間での養殖実証を行い、目標とする結果（生存率、バイオガス発生量、SOFC 連続運転

等）が得られるかの確認、更には経済性分析を行い、将来の導入普及に向けた課題設定を適切に行う必

要がある。

・ 日越若手技術者交流センター（YECC）の設立は、今後の普及に向けて重要になってくる可能性もある

が、必要な運転資金を継続的に投入できるようにする仕組みも考える必要がある。
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２．各論

2.1 . 事業の位置付け・マネジメント

・ エビの病気が発生した場合に対応できる方法が開発できれば今後の養殖に役立つ技術になるとも思われ

る。

・ GHG 削減率は目標に到達できなかった。CAPEX、OPEX を考え、何年で元が取れるか、現状と目標値

を設定しておくことが、今後の社会実装で重要になる。その際、エビの病気が定期的に発生することを

所与の条件としておくことが必要と思料。また、普及による国全体としての GHG 削減量を試算し、ベ

トナム政府に共有しておくことも同様に重要と考える。事業終了後の動向をフォローすることで、本実

証事業のアウトカムと教訓を正しく理解できるのではないか。

・ 本技術のユーザーとなる養殖業者の巻き込み、その先にある技術導入に向けた具体的な事業計画や事業

体制などの点で現地活動をより強化、改善していく必要がある。

＜肯定的意見＞

・ 日本の脱炭素に資する技術をベトナムでのエビ養殖に応用し、海外での脱炭素化に加え、我が国の食料

需給にも貢献する提案であり、政策的必要性も高い。

・ 生物を相手とする海外事業であり、リスクも高いため NEDO の関与の必要性がある。

・ 現地の自治体や企業、大学との協力体制が良好に構築され、適切にプロジェクトが実施されたものと判

断できる。

・ 現地の協力体制に加え、我が国の大学もそれぞれの専門の立場から協力しており、妥当な実施体制が構

築されている。

・ ベトナムの政策として、エビ養殖では生産性と品質の向上を目指している。一方、養殖汚泥の処理方法

が未確立、電力供給が不安定といった課題もある。本提案は、①養殖汚泥等を活用したバイオガス製造、

②そのガスを用いて SOFC で発電・安定供給、および、③IoT 活用で生産性の向上、を図るとしたもの

であり、再エネ導入による脱炭素化に寄与する事業であると同時に相手国の政策を支援する事業でもあ

る。また、日本は食用エビの多くをベトナムから輸入しており、ベトナムの環境改善と安全性の高いエ

ビの安定供給を目指す本事業は両国にとって重要である。本事業を遂行するに当たり、現地政府からの

公的支援を受けるためには、特に社会主義国家では個別企業では難しいため NEDO の支援は必須であ

る。

・ 実証はエビの養殖に関するものであり、我が国側および相手国側の産学官体制は担当が明確であり妥当

と判断できる。

・ エビの養殖が盛んなティエンザン省で実証することで他地域への波及効果が期待される計画としている

ため、事業内容・計画共に妥当と思われる。また、実際には、計画途中エビの病気が発生し、再開が見通

せないため早期終了し、独自に継続するようにした点は評価される。

・ ベトナムでの廃材である汚泥とレモングラスを活用して、電力の地産地消を行うもの。また化学物質の

利用の削減に貢献するもの。地元が抱える課題へのソリューションになるものであり、実施の意義は高

いと思料。

・ 民間参入を支援する上で、NEDO の存在は大きいと考える。

・ 本プロジェクトは、エビ養殖での現地政策に関わる課題に対して、創エネと IoT 活用による高度養殖シ
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2.2 . 実証事業成果

ステムの実現性を検証するものであり、日越双方の産官学が協力・連携した取組みとして評価できる。

・ エビの病気の発生に伴う中断とはなったが、現地政府などの関係機関と協議しながら、現場での実証中

断・処置および技術交流センターへの実証引継ぎなど、適切なマネジメントのもとで実証事業を完了さ

せ、社会実装に向けた現地体制を整備しており、今後の展開に期待できる。

＜改善すべき点＞

・ 事業の途中でエビの病気がプロジェクトを実施している地域で発生し、事業の中断を余儀なくされてい

る。想定外の事態であり、その状況、またその後の対応は理解できるが、生物を相手にする事業であり、

より適切な対応ができるような改善を期待したい。

・ エビの養殖等、生物を扱う場合には、どのような事態が発生するか予測が困難ではあるが、今回のエビ

の病気の発生を教訓と受け止め、NEDO が取りまとめているリスク評価リストに加え、今後同様の事業

の提案があれば、今回の事例を活かす工夫を行なっていただきたい。

・ 生物を扱う案件であり、エビの病気のリスクについて事前に想定しておくべきであったと思料。

・ ベトナムで普及することで、国としてどの程度の GHG が削減できるか試算はあるか。

・ 電気の自給自足はできておらず、今後要改善。

・ 今回のようにエビの病気が蔓延するような事態による影響の回避は困難であったようだが、今後も同様

な事象の発生は十分に想定されるため、予防策やオペレーション対策において事業継続リスクを軽減で

きるように対策を実施する必要がある。

＜肯定的意見＞

・ エビの病気の発生により実証研究が中断されてしまったが、高密度エビ養殖については実証目標値に近

いレベルまで達成できており、妥当な結果が得られている。

・ 日越若手技術者交流センター（YECC）を設立し、今後の発展や普及に向けた活動を行う体制を整えた

点は高く評価できる。

・ 実施計画途中でエビの病気が発生したため、最終確認はされていないが、エビ養殖の生産性向上（生存

率 85%の目標に対し、達成率 96.5〜97.6%を達成）、IoT を活用した運用手法の確立と現地教育は概ね

達成している。

・ 簡易なゴムチューブ発酵槽においても FRP 発酵槽と同程度のメタン濃度のバイオガス発生量を確認し

ている。

・ 都市ガス用 SOFC をバイオガス用に調整し、発電効率 45.1%を達成している。

・ 今後の技術の普及に向けて日越若手技術者交流センター（YECC）を設立し、体制を整えている。

・ 生存率の実証目標値 85％の 9 割を達成した。

・ 実証中断によって目標未達となった評価項目もあるが、中断時点での実証成果に加えて中断後の継続研

究による成果を通じて、目標達成の見込みと今後の実証課題を明確にできたことから、全体的には、目

指した実証成果がおよそ得られたもの考えられる。

＜改善すべき点＞

・ SOFC の運転に関してはバイオガスを用いた運転実証はなされているが、CO2 の削減効果は当初計画



4

2.3 . 事業成果のアウトカム

の 60％に留まっており、バイオガスの生成量の向上や SOFC の運転効率などの改善を期待したい。

・ 今回のエビの病気は予測できなかったことであり、エビの病気の発生に対して適切な対応がなされたと

判断できるが、生物を対象とした事業では不測の事象に対するリスクマネジメントについての今後の検

討が必要であると考えられる。

・ 生存率に関して、養殖期間が当初の場合と比較して短くなったため、最終確認はできていないが、エビ

の出荷に必要なエビの大きさを見据えて生存率を確認する必要がある。また、今回は、使用した第一過

程の 500m2 池や第二過程の 1,000m2池については１箇所でしか評価していないため、池そのものの影

響がないか、いくつかの池を用いて生存率を確認する必要がある。

・ メタン発酵において 32,000L/日/発酵槽（メタン濃度 60%）の目標に対し、22,500L/日/発酵槽（メタン

濃度 55%）が確認されているものの目標値は達成しておらず、また、SOFC の連続運転の目標も達成

していない。メタン発酵の目標値の達成および SOFC の連続運転に向けて、YECC を通して実証を進

めていくとしているが、具体的に何が課題なのかを明確にして進める必要がある。

・ CO2 削減量は目標の 60％であった。また SOFC 発電量/養殖場の使用電力量が 4 割程度と更なる改善

が必要な状況。一方で、小型化、効率化に向けた課題は見えており、今後の改善が期待できる。

・ 本技術・システムを養殖業者に導入してもらうためには、技術・システムによる導入効果の再現性や投

資に関わる経済性などの評価結果を提示していくことが重要となるが、その観点での実証計画、成果報

告が十分ではない。

＜肯定的意見＞

・ バイオガス生成や SOFC の利用、IoT 技術の有効活用の技術に関しては、改善の余地は残っているが、

実用化に近いレベルまで達成されており、競争力のある技術であると判断できる。

・ 日越若手技術者交流センター（YECC）を設立し、本事業者が経済的な面も含め活動を支援することに

なっており、提案技術の発展と社会実装や普及が期待できる。

・ これまでの養殖技術と比較して、汚泥等の廃棄物の有効利用、CO2 削減、エビの生存率の向上等、技

術的な優位性は認められる。

・ 創設された日越若手技術者交流センター（YECC）は、今後の技術開発や日越の人事交流等、今後に期

待できる。

・ 実証設備の今後の有効活用を検討している。

・ 事業成果を普及させる体制が検討されている。

・ これまで廃棄物としていたものを利用したバイオガスの製造・利用による養殖場での電力供給の安定

化は、熱帯アジアのエビ養殖場への展開のみならず、安定した電力を必要とする種々の場面で貢献する

可能性がある。

・ 本事業終了後も YECC で研究開発が継続できている点は評価できる。28 年 3 月まで事業者が 8000 万

円を寄付する点も評価。

・ 実証を中断したものの、日越連携のもとでの技術者育成の現地体制を構築して早期に活動を開始して

おり、技術実証の継続実施とあわせて技術導入に向けた準備を整えていることから、NEDO 実証事業

だけで終わらせずに社会実装を目指した取組みとして期待される。
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＜改善すべき点＞

・ 事業成果の競争力については、経済的な面での試算や検討が十分になされていないため評価が難しい。

・ 現状ではコストの面での競争力が弱いように思われるので、普及に向けたコストダウンの具体的な検

討が必要であると考えられる。

・ 技術を導入するためのコスト分析、投資回収年といった経済的な分析を行い、本技術の導入メリットを

明確にする必要がある。

・ 日越若手技術者交流センター（YECC）では、提案社からの寄付金で創設されているが、永続的な活動

ができる仕組みを検討する必要がある。

・ ビジネスモデルに関し、普及に関する営業活動の具体的な記載がなく、今後の事業展開のスケジュール

が確認できない。（その前に種々の実証を完全に済ませた上で経済性分析を行い、提案技術の優位性を

示す必要がある）

・ CAPEX、OPEX を考え、何年で元が取れるか、現状と目標値を設定しておくことが、今後の社会実装

で重要になる。また、普及による国全体としての GHG 削減量を試算し、ベトナム政府に共有しておく

ことも同様に重要と考える。

・ エビの病気が定期的に発生することを考慮した、経済性評価が必要と思料。

・ 日越での産官学連携による体制によって事業化を目指した技術実証活動を継続できているが、社会実

装に向けた事業計画までは落とし込めておらず、今後は、技術実証だけでなく、具体的な事業計画や経

済性評価を現地政府・養殖業者に示すなど、普及活動がより強化していく必要がある。
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３．評点結果

評価項目 平均値 素点（注）

１．事業の位置付け・マネジメント 2.8 A A A B

２．事業成果 1.5 C C B B

３．事業成果のアウトカム 1.8 B B B C
（注）素点：各委員の評価。平均値は A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し算出。

注）基本計画におけるアウトプット目標

【終了時評価に関する目標】

終了時評価実施規程に基づく事業評価の対象期間中に実施する個別テーマの終了時評価の評価項

目のうち、「事業の位置付け・マネジメント」について、４段階のうち最上位又は上位の評点を得る

個別テーマの比率を、全体の７割以上とする。

〈判定基準〉

１．事業の位置付け・マネジメント

・評価基準に適合し、非常に優れている →A

・評価基準に適合しているが、より望ましくするための改善点もある →B

・評価基準に一部適合しておらず、改善すべき点がある →C

・評価基準に適合しておらず、抜本的な改善が必要である →D

２．実証事業成果

・評価基準に適合し、非常に優れている →A

・評価基準に適合しているが、より望ましくするための改善点もある →B

・評価基準に一部適合しておらず、改善すべき点がある →C

・評価基準に適合しておらず、抜本的な改善が必要である →D

３．事業成果のアウトカム

・評価基準に適合し、非常に優れている →A

・評価基準に適合しているが、より望ましくするための改善点もある →B

・評価基準に一部適合しておらず、改善すべき点がある →C

・評価基準に適合しておらず、抜本的な改善が必要である →D



第２章 評価対象事業に係る資料







































参考資料 評価の実施方法



脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／

地域のバイオマスを利用した省エネ型エビ養殖システム高度化実証研究（ベトナム）／

個別テーマ 終了時評価に係る評価項目・基準

１．事業の位置付け・マネジメント

(1) 政策的必要性

・ 事業の成果は、省エネルギー、新エネルギー技術の普及に資するものであったか。または、

制度的に先行している海外のエネルギー市場での実証等の場合、その成果は日本への還元

が期待できるか。

・ 相手国政府との政治・経済的な関係を考慮した効果的なアプローチとなっていたか。

(2) NEDO 関与の必要性

・ 民間企業のみで取り組むにはリスクが高いこと、かつ社会的意義（実証研究を実施し、ま

たその後普及することで、対象国・地域や日本におけるエネルギー問題、二酸化炭素排出、

インフラ整備、雇用、人材育成等、各種課題の解決への貢献又は波及）があることにより

公的資金を投入する意義があったか。

(3) 相手国との関係構築の妥当性

・ 相手国側との間で、適切に役割及び経費が分担されたか。

・ 相手国の政府関係機関から必要な協力が得られたか。また、政府関係機関との間で今後の

普及に資する良好な関係が構築できたか。

(4) 実施体制の妥当性

・ 事業者と相手国企業との間で構築された協力体制は妥当であったか。

・ 事業者の実施体制（当該事業に関係する実績や必要な設備、研究者等）は妥当であったか。

(5) 事業内容・計画の妥当性

・ 事業の内容や計画は妥当であったか。

・ NEDO が負担する経費について、項目や金額規模は妥当であったか。

・ 対象技術について、国際的な技術水準や競合技術の状況が適切に分析され、我が国が強み

を有するといえるものであったか。

・ 標準化の獲得が普及促進に資すると考えられる場合、標準化に向けた取組が適切に実施さ

れていたか。

・ 事業の進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に適切に対応

していたか。

２．事業成果

(1) 目標の達成状況と成果の意義

・ 事業の目標を達成したか。未達成の場合は、その原因が分析され、課題解決の方針が明確

になっているなど、成果として評価できるものか。



・ 実証研究を通じて、既存技術や競合技術との優位性を定量的に検証することができたか。

・ 投入された NEDO の予算に見合った成果が得られたか。

・ 目標として設定し、さらには実際に事業で得られたエネルギー消費削減効果・石油代替効

果及び CO2削減効果は妥当な水準であったか。

・ トラブル対応など、実証研究を通じて得られた経験が教訓として蓄積されているか。

３．事業成果のアウトカム

(1) 事業成果の競争力

・ 相手国やその他の国・地域において普及の可能性があるか。将来的に市場の拡大が期待で

きると考えられるか。（そう考えるに至った根拠を経済性評価の資料等で示すことが望ま

しい。）

・ 普及段階のコスト水準や採算性は妥当と考えられるか。また、事業終了から普及段階に至

るまでの計画は、事業化評価時点のものより具体的かつ妥当なものになっていると考えら

れるか。

・ 競合他者に対する強み・弱みの分析がなされているか。特に、競合他者に対して、単純な

経済性だけでない付加価値（品質・機能等）による差別化が認められるか。

・ 想定されるビジネスリスク（信用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、規制

リスク等）が棚卸されているか。その上で、これらリスクに係る回避策が適切に検討され

ているか。

(2) 普及体制

・ 営業、部材生産、建設、メンテナンスなどの役割分担毎に、他社との提携や合弁会社の設

立など、ビジネスを実施する上での体制が検討されているか。（既に現地パートナーとの提

携の実績がある、現地又は近隣に普及展開のための拠点を設置することについて検討され

ていることが望ましい。）

・ 当該事業が事業者の事業ドメインに合致している、又は経営レベルでの意思決定が行われ

ているか。

(3) ビジネスモデル

・ 相手国やその他普及の可能性がある国・地域での普及に向けて、具体的かつ実現可能性の

高いビジネスプランが検討されているか。また、外部環境（内外の技術・市場動向、制度

環境、政策動向等）の状況を踏まえているか。

・ 相手国やその他普及の可能性がある国・地域において、普及に資する営業活動や、標準化

活動などのオープン・クローズ戦略が検討されているか。

・ 事業者が継続的に事業に関与できるスキームとなっているか。

(4) 他の国・地域等への波及効果の可能性

・ 当該技術の普及が、相手国・地域のみならず、他の国・地域や日本におけるエネルギー問

題、CO2排出抑制、インフラ整備、雇用、人材育成、制度設計等、各種課題の解決への貢献

又は波及効果が期待できるか。


